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茎
號
七
月
二
＋
三
・
p
附
農
林
省
髪
課
暴
鷺

第
二
號
八
月
二
日
附
拓
務
省
袈
局
曇
依
頼
文
鶏

第
三
號
八
曇
百
農
林
省
令
第
二
＋
§
號
爲

第
四
號
八
月
四
臼
關
東
書
；
拓
費
臣
宛
蘂
依
欝
器

第
四
號
泌
7
…
月
蘇
諜
省
蘂
案
提
示
及
其
ノ
同
蕎

第
藍
±
月
二
志
霞
臨
時
便
法
テ
依
禽
蓄
定
文
窟

第
六
號
士
月
三
吉
鷺
林
省
令
第
二
＋
九
総

第
七
號
闘
東
州
欝
入
植
物
取
締
規
則
案
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桴
F
産
輩
果
、
内
地
輸
入
禁
止
二
至
レ
ル
経
過

　
昭
和
九
年
年
初
二
於
テ
農
林
省
力
未
タ
内
地
二
其
ノ
獲
生
ヲ
見
サ
ル
満
洲
輩
果

　
姫
心
喰
虫
ノ
内
地
侵
入
防
止
ノ
爲
關
東
州
及
満
洲
産
輩
果
ノ
輪
入
禁
止
一
7
行
フ

　
（
キ
形
勢
ヲ
観
取
セ
ル
ヲ
以
テ
當
時
議
會
關
係
ニ
テ
上
京
中
ナ
リ
シ
内
務
局
長

　
及
農
事
試
験
場
長
二
於
テ
禁
丘
ヲ
未
然
二
阻
止
ス
《
ク
農
林
省
當
局
ト
打
合
セ

　
ヲ
行
ヒ
・
タ
ル
カ
侵
入
防
止
ノ
方
法
二
就
キ
技
術
的
二
見
解
ノ
相
違
r
ア
リ
テ
同
年

秋
期
二
於
テ
農
林
省
技
術
官
ノ
現
地
調
査
ヲ
行
ヒ
其
ノ
上
ニ
テ
適
、
當
ナ
ル
防
止

　
方
法
ヲ
講
ス
ル
コ
ト
｝
セ
リ

　
然
ル
ニ
同
年
七
月
二
十
八
・
日
農
林
省
農
産
課
長
ハ
別
紙
第
一
號
ノ
如
キ
書
翰
ヲ

内
務
局
長
宛
逞
致
シ
最
近
内
地
二
輸
入
シ
タ
ル
満
洲
産
（
主
ト
シ
テ
關
東
州
産

）
糞
二
害
虫
ノ
附
着
寛
ヲ
覧
シ
之
ノ
儘
・
ご
テ
放
置
致
シ
難
シ
施
テ
豫
一
ア
．

　
ノ
ロ
約
ヲ
，
無
、
覗
シ
郎
刻
禁
止
ノ
豫
定
ナ
ル
旨
ヲ
通
知
シ
來
レ
リ

　
當
聴
ハ
直
二
斯
ル
農
林
省
ノ
背
信
的
行
爲
ヲ
逡
憾
奮
ス
ル
旨
ヲ
述
（
豫
テ
ノ
打

　
合
通
秋
期
ノ
實
地
調
査
終
マ
迄
嚢
令
ヲ
見
合
ハ
セ
ラ
レ
タ
キ
旨
農
林
當
局
二
打

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ユ

導

e

、

　
電
ス
ル
き
共
二
別
紙
第
二
號
ノ
通
り
拓
務
省
殖
産
局
長
宛
之
力
阻
止
方
ヲ
依
頼

　
セ
リ

　
然
ル
所
農
林
省
農
務
局
長
ヨ
リ
八
月
二
日
植
物
検
疫
上
遣
憾
乍
ラ
既
定
方
針
ノ

　
通
遂
行
ノ
外
無
キ
旨
同
電
シ
來
リ
翌
八
月
三
日
附
別
紙
第
三
號
ノ
通
リ
輸
出
入

　
植
物
取
締
法
施
行
規
則
中
改
正
ノ
件
ヲ
公
布
シ
八
月
十
六
日
以
降
ノ
輸
入
ヲ
禁

　
止
セ
リ

鵠、

A
入
禁
止
，
昌
封
ス
ル
當
廃
ノ
封
策

　
宿
禁
止
ノ
結
果
卜
㌻
テ
從
來
年
額
十
五
萬
貫
内
外
ノ
内
地
輸
入
ヲ
見
．
ツ
ッ
ア
リ

　
シ
州
内
産
葦
果
ハ
販
路
ヲ
閉
鎮
セ
ラ
レ
且
．
州
内
二
於
ケ
ル
華
果
ハ
遂
年
急
激
ナ

　
ル
増
加
ヲ
晃
ッ
ツ
ア
ル
際
ト
シ
テ
當
業
者
ゐ
被
ル
損
害
（
莫
大
画
ル
モ
ノ
ア
リ

　
州
内
産
業
開
登
上
影
響
ス
ル
所
極
メ
テ
大
ヂ
ル
ー
モ
搭
ア
ル
ヲ
以
テ
直
二
拓
務
．
大

　
臣
宛
別
紙
第
四
槻
ノ
通
リ
某
ノ
木
當
＋
、
ル
旨
ヲ
訴
（
之
力
急
速
解
禁
方
ヲ
依
頼

　
ス
ル
ト
共
二
在
京
女
書
躁
長
7
シ
テ
拓
務
省
｝
協
力
シ
農
林
省
二
p
省
令
撤
廠
方

　
交
渉
ヲ
行
ハ
「
シ
メ
筒
農
林
課
長
及
農
－
事
試
験
場
技
．
手
其
、
ノ
他
ヲ
よ
京
セ
シ
メ
楠
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噌
）
一

方
民
間
當
業
奪
リ
モ
代
表
者
警
上
京
シ
各
方
面
二
禁
止
ノ
不
箪
ル
ヲ
力

説
シ
タ
リ
、
然
レ
糞
林
省
側
ノ
見
解
：
レ
ハ
本
問
題
ハ
何
護
策
的
ノ
モ

　
ノ
ニ
非
ス
シ
，
ア
專
・
フ
技
術
的
問
題
＋
レ
ハ
害
虫
侵
入
防
止
ノ
方
法
暴
見
ス
ル

ヲ
先
決
問
題
ト
爲
ス
ト
ノ
意
見
暑
シ
居
タ
ル
ヲ
以
テ
直
藍
林
省
技
術
宮
ノ

實
地
調
査
ヲ
要
求
シ
タ
ル
所
農
林
董
於
テ
モ
本
申
出
ヲ
承
認
シ
八
月
二
古

東
京
出
窪
復
四
＋
吾
ノ
豫
定
ヲ
以
テ
技
師
二
名
嶋
臨
東
州
一
滋
響
り

右
技
堕
行
ハ
八
月
二
＋
四
暴
着
共
二
金
州
二
到
－
當
駿
妻
霧
職

員
ト
共
二
害
虫
ノ
生
態
調
査
、
瓦
趨
嚢
馨
ヲ
行
髭
月
香
迄
二
蓮

リ
ノ
凝
ヲ
了
シ
ニ
硫
化
炭
棄
燃
蒸
二
依
－
完
全
二
殺
虫
ノ
目
的
ヲ
蓮
葎
ル

　
ヲ
確
メ
タ
リ

三、

ﾕ
時
便
法
二
依
ル
解
禁
ノ
歌
況

右
試
農
蓼
；
レ
・
ア
完
書
葵
防
止
ノ
方
法
曇
見
セ
ル
ヲ
以
一
ア
直
二
當

聰
ハ
蟄
藁
袈
所
ヲ
設
ケ
且
取
締
規
測
ヲ
公
布
ス
へ
溜
備
シ
燃
蒸
蒙

果
ノ
印
時
解
禁
労
ヲ
交
渉
セ
ル
所
農
林
省
二
於
テ
ハ
別
紙
笛
號
ノ
ニ
ノ
如
ク5

（

i
、

　
内
地
昌
漁
蒸
所
ヲ
設
置
シ
内
地
海
港
昌
於
テ
漕
毒
ス
ル
計
蜜
ヲ
樹
立
シ
其
ノ
脛

　
費
ヲ
當
廃
昌
員
憺
セ
シ
メ
ム
ト
シ
交
渉
纒
ラ
ス
然
レ
共
本
件
ハ
急
速
解
決
ヲ
計

　
ル
ニ
非
サ
レ
ハ
輸
出
時
期
ヲ
失
ス
ル
虞
ア
ル
ヲ
以
テ
根
本
的
ノ
解
決
方
針
ハ
追

　
テ
協
議
決
定
ス
ル
コ
ト
ト
シ
不
取
敢
別
紙
第
五
號
二
依
り
本
年
度
内
（
昭
和
十

　
年
三
月
三
十
一
日
迄
）
二
限
リ
農
林
省
官
吏
ヲ
大
連
二
出
、
張
セ
シ
メ
浩
毒
ヲ
施

　
行
ス
ル
コ
ト
ニ
同
意
シ
其
ノ
経
費
ハ
総
テ
當
廉
轟
テ
員
櫓
…
ス
ル
コ
ト
ニ
協
定
シ

　
昭
和
九
年
十
一
月
三
十
日
附
別
紙
第
六
號
ノ
通
リ
農
林
省
令
ヲ
公
布
シ
十
月
七

　
日
ヨ
リ
賢
蜷
セ
ラ
ル
ル
ニ
至
リ
農
林
省
ハ
狡
師
一
、
技
手
二
名
ヲ
派
遣
シ
大
連

　
ニ
テ
當
廃
海
務
局
検
疫
所
浩
毒
室
ヲ
改
造
補
修
シ
テ
消
毒
ヲ
行
ヒ
ツ
ツ
ア
リ
、

　
右
清
毒
室
ハ
一
日
一
同
三
百
九
十
箱
（
一
箱
正
味
四
貫
匁
入
Y
ノ
清
毒
能
力
ヲ

　
有
シ
十
二
月
十
日
冠
り
開
始
シ
本
日
（
昭
和
’
十
年
一
月
二
十
二
日
）
迄
昌
約
禰

，
萬
四
千
箱
ノ
消
毒
ヲ
行
ピ
タ
リ

唄
將
來
二
於
ケ
ル
解
禁
根
本
方
針

’
昭
和
十
年
度
二
於
テ
ハ
關
東
局
特
‘
別
會
計
ヲ
以
テ
大
蓮
二
植
物
検
査
所
ヲ
設
置
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シ
別
紙
第
七
號
案
昌
準
シ
輸
出
入
植
物
取
締
規
則
ヲ
公
∂
布
シ
内
地
向
華
果
昌
封

シ
テ
ハ
特
二
嚴
重
ナ
ル
穣
査
虹
燃
蒸
消
毒
ヲ
施
行
シ
、
満
洲
華
果
姫
心
喰
虫
ノ

僖
播
防
止
上
萬
全
ノ
策
．
講
ス
；
ヲ
以
テ
右
ノ
植
物
検
査
所
ノ
消
毒
濟
澄
明

ア
ル
モ
ノ
ニ
封
シ
テ
ハ
無
條
件
ニ
テ
解
禁
セ
ラ
ル
ル
様
交
渉
セ
ム
ト
ス

現
二
大
連
二
於
テ
農
林
省
出
張
員
ノ
燃
蒸
殺
虫
セ
ル
輩
果
力
内
地
輸
入
二
際
シ

無
條
件
ニ
テ
許
可
芒
フ
レ
ツ
ッ
ア
ル
ノ
事
實
ヲ
以
テ
ス
レ
、
ハ
當
聴
力
新
二
關
東

州
二
植
物
検
査
制
渡
ヲ
施
行
シ
病
菌
害
虫
ノ
傳
播
防
止
二
必
筆
ル
施
設
ヲ
行

フ
以
上
内
地
昌
テ
其
ノ
無
條
件
輸
入
ヲ
拒
否
ス
ル
ノ
理
由
ナ
カ
ル
（
シ

澗
農
林
省
二
幹
ア
ハ
別
紙
第
五
號
昌
於
ケ
ル
カ
如
ク
内
地
海
港
二
於
ケ
ル
浩
毒

ヲ
主
張
シ
ツ
ッ
ア
ル
モ
右
ハ
設
備
及
取
扱
筆
遍
々
ノ
不
梨
便
ヲ
件
；
以

テ
當
局
ハ
輸
出
地
タ
ル
大
蓮
昌
於
ケ
ル
溝
毒
ヲ
以
テ
之
昌
替
（
ン
ト
ス
ル
モ
ノ

ナ
リ

5
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参
老
資
料
第
一
號
）

　
昭
和
九
年
七
月
二
十
三
日

　
　
…

（
U
U
｝

｝
1

農
林
省
農
務
局
農
産
課
長

　
　
　
問
　
部
　
　
　
　
彰

關
東
聴
日
下
内
務
局
長
殿

　　　
　“弔　嚇　　ハ“》嚇　冗ρ

’

拝
啓
　
災
暑
ノ
折
柄
愈
々
御
清
適
ノ
段
奉
賀
候

．
陳
巻
瀧
洲
輩
果
姫
心
．
喰
虫
傳
播
防
止
二
關
ス
ル
輩
果
輪
入
取
締
問
題
二
付
テ
ハ
屡

々
御
内
談
ノ
次
第
モ
有
之
當
方
二
於
テ
モ
今
日
迄
侵
入
防
止
手
段
と
付
專
門
家
等

ヲ
集
メ
種
々
研
究
致
候
へ
共
乍
遺
憾
只
今
ノ
塵
二
於
テ
ハ
禁
止
二
依
ラ
ス
シ
テ
而

モ
侵
入
防
止
ノ
萬
全
ヲ
期
シ
得
ル
方
法
ヲ
嚢
見
シ
難
キ
ヲ
以
テ
不
得
巳
差
當
ゾ
貴

単
其
ノ
他
本
虫
・
襲
生
地
ヨ
リ
輩
果
等
ノ
輪
λ
ヲ
禁
止
ス
ル
コ
ト
ニ
内
定
致
シ
關
係

法
令
モ
近
日
公
布
湘
成
筈
二
付
右
不
悪
御
了
知
相
成
度
從
來
特
昌
御
話
ノ
次
第
モ

2　．一．
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有
之
豫
メ
御
、
内
報
申
上
候

本
件
ハ
屡
々
申
上
候
通
リ
當
方
ト
シ
テ
ハ
植
物
検
疫
上
、
ヨ
リ
ノ
必
要
以
外
絶
封
二

他
意
無
之
若
シ
貴
下
昌
於
テ
植
監
物
検
疫
ノ
精
紳
ヲ
案
セ
ラ
レ
而
カ
モ
當
方
寧
立
場
゜

’ヲ

ﾙ
ニ
シ
テ
本
件
ヲ
御
考
慮
相
成
タ
ル
場
合
ハ
今
回
ノ
措
置
二
付
必
ス
ヤ
御
了
解

ヲ
得
（
キ
ゴ
ト
ト
信
居
候
今
後
ノ
研
究
昌
依
リ
植
物
検
疫
上
ノ
見
地
ヨ
リ
本
虫
－
防
゜

止
上
安
全
ト
認
メ
ラ
ル
ル
方
法
ノ
螢
見
セ
・
ラ
レ
タ
ル
場
合
ハ
禁
止
二
代
ラ
ル
ニ
其

ノ
方
法
ヲ
以
テ
ス
ル
コ
ト
ニ
躊
躇
致
ス
モ
ノ
ニ
無
之
候
　
　
　
　
　
’

先
ハ
右
御
内
報
迄
申
述
度
如
此
御
座
候
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
敬
　
具

　
追
デ
本
秋
當
方
司
リ
モ
技
術
者
ヲ
貴
地
二
派
シ
本
虫
二
關
シ
調
査
致
度
所
，
存
，
昌

付
其
ノ
際
ハ
可
然
便
宜
御
取
計
願
上
度
申
添
候

蝸
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遥
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U
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一
1

（
滲
考
資
料
第
二
號
）

　
昭
和
九
年
八
月
二
日

内’

務

局
　
　
長

拓
務
省
殖
産
局
長
宛

〆

　
　
　
　
　
満
洲
華
果
輸
入
禁
止
二
關
ス
ル
件

這
同
農
林
省
二
於
デ
突
如
満
洲
華
果
姫
心
喰
虫
ノ
内
地
侵
入
防
止
ノ
目
的
ヲ
以
テ

關
東
州
其
ノ
他
該
虫
嚢
生
地
ヨ
リ
ノ
輩
果
輸
入
禁
止
ヲ
行
ハ
ム
｝
ス
ル
ニ
至
リ
貴

省
ノ
鞠
配
慮
ヲ
餐
ス
事
ト
相
威
候
二
就
テ
ハ
從
來
ノ
脛
過
ノ
概
要
ヲ
述
二
暦

ノ
御
甕
力
ヲ
御
願
致
度
存
候
今
回
侵
入
防
止
ノ
目
的
ト
ナ
レ
ル
満
洲
輩
果
姫
，
心
喰

虫
ハ
州
内
果
樹
園
昌
相
當
嚢
生
シ
被
害
モ
勘
カ
ラ
サ
ル
モ
ノ
ニ
有
之
候
腱
該
虫
ハ

九
月
上
旬
r
迄
昌
ハ
果
外
昌
逸
出
シ
輪
出
期
ノ
果
實
中
二
漕
在
ス
ル
モ
ノ
無
キ
ヲ
以

　　　¶　　 一一　　曜　P甲　mny職ハ、bu諭　馬一
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テ
從
來
絵
リ
問
題
ト
・
セ
ラ
レ
サ
リ
シ
モ
最
近
生
産
ノ
増
加
昌
件
ヒ
早
期
輸
出
（
八

、
九
月
）
増
加
ヲ
見
ル
昌
至
リ
問
題
ヲ
惹
起
シ
昨
年
八
月
朝
鮮
総
督
府
力
輪
出
入

植
物
取
締
規
則
ヲ
制
定
シ
タ
ル
前
後
ヨ
リ
新
聞
紙
上
其
ノ
他
ヨ
リ
近
ク
満
洲
奉
果

ノ
内
地
輸
入
禁
止
ノ
行
ハ
レ
ン
ト
ス
ル
状
勢
ヲ
察
知
シ
タ
レ
ハ
本
春
本
官
及
中
富

農
事
試
験
場
長
上
京
ノ
際
農
林
當
局
昌
實
否
ヲ
質
シ
タ
ル
ニ
右
計
聲
ノ
事
實
ナ
ル

ヲ
聞
キ
輸
入
華
果
検
査
豫
算
不
通
過
ノ
場
合
ハ
一
學
輸
入
禁
・
止
ヲ
行
考
ヤ
モ
計
ラ

レ
ス
ト
〆
コ
ト
ニ
テ
夫
レ
カ
封
策
ヲ
講
究
セ
ル
カ
當
聴
側
ノ
意
見
ト
G
農
林
省
側
ノ

意
見
ト
一
致
セ
ス
當
爵
ハ
燃
蒸
二
依
ル
品
質
蚊
貯
藏
力
ヲ
損
ス
ル
ヲ
虞
レ
肉
眼
検

査
ト
害
虫
ノ
果
内
漕
在
期
タ
ル
八
、
九
月
中
ノ
輸
入
禁
止
ヲ
主
張
シ
農
林
省
ハ
ニ

硫
化
炭
素
嬢
蒸
ヲ
主
張
セ
リ
而
シ
テ
本
問
題
ハ
本
秋
農
林
省
ヨ
リ
現
地
二
技
術
官

ヲ
派
遣
シ
實
地
調
査
セ
シ
メ
テ
解
決
ヲ
計
ル
コ
ト
ポ
チ
レ
リ
（
右
ハ
書
面
ヲ
以
テ

往
復
セ
ル
ニ
非
ス
シ
テ
中
富
場
長
ト
農
林
省
側
ト
ノ
ロ
頭
二
依
ル
協
議
ナ
リ
）

依
リ
テ
當
聴
ニ
テ
ハ
問
題
ノ
解
決
ハ
本
秋
ノ
實
地
調
査
二
在
リ
ト
シ
テ
若
シ
當
駐

ノ
主
張
貫
徹
セ
サ
ル
場
合
ハ
農
林
省
側
ノ
意
見
二
從
ヒ
燃
蒸
二
依
ラ
サ
ル
（
ヵ
ラ

　　　一　　
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サ
ル
爲
ト
噸
面
早
期
翰
出
力
或
程
度
販
費
上
有
利
ナ
ル
鮎
ア
ル
昌
鑑
ミ
之
力
封
策

ト
シ
テ
本
年
七
月
該
虫
ノ
嚢
生
期
二
於
テ
燃
蒸
試
験
ヲ
施
行
シ
タ
ル
結
果
輩
果
ノ

品
質
ヲ
害
ス
ル
コ
ト
ナ
ク
而
モ
殺
虫
ノ
目
的
ヲ
達
シ
得
（
キ
ヲ
認
メ
タ
リ
尚
一
面

輸
出
華
果
取
締
規
則
公
布
ノ
準
備
ヲ
行
ヒ
輸
出
華
果
ノ
検
査
ヲ
行
ヒ
害
虫
附
着
果

，
’
輸
出
ヲ
阻
止
ス
（
ク
準
備
ナ
リ
シ
モ
ノ
ナ
リ
　
　
　
　
，

然
ル
ニ
七
月
二
十
三
日
附
農
林
省
農
産
課
長
書
翰
二
依
り
突
如
近
》
禁
止
法
令
ノ

公
布
ア
ル
旨
通
報
二
接
シ
大
イ
ニ
驚
キ
早
速
關
係
當
路
二
打
電
シ
之
力
阻
止
方
ヲ

叡
頼
セ
ル
象
第
二
有
之
候
　
　
　

゜
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．

．
》
情
以
上
ノ
如
ク
》
テ
若
シ
輸
入
禁
止
行
ハ
ル
ル
ニ
於
テ
ハ
州
内
及
浦
鐵
附
属
地

郵
人
農
業
者
ノ
死
活
問
題
＋
レ
ハ
出
來
得
レ
ハ
今
秋
ノ
實
地
調
査
後
ノ
嚢
令
ヲ
希

望
ス
ル
モ
萬
已
ム
ヲ
得
サ
ル
場
合
《
當
廃
プ
輸
出
輩
果
取
締
規
則
。
二
依
ル
検
査
合

格
品
ノ
除
外
例
ヲ
設
ケ
ラ
ル
ル
様
極
力
御
交
渉
相
煩
度
御
依
頼
申
上
候

街
必
要
二
依
リ
テ
ハ
係
官
ヲ
派
遣
シ
問
題
ノ
折
衝
二
當
ラ
シ
メ
度
所
存
二
有
之
候

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
以
　
上

　
追
テ
農
r
事
試
験
場
二
於
ケ
ル
ニ
硫
化
炭
素
憾
蒸
成
績
同
封
致
置
候
條
御
覧
被
下
度
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（
参
考
資
料
第
三
號
）

　
農
林
省
令
第
二
十
三
號

　
輸
出
入
植
物
取
締
法
施
行
規
則
中
左
ノ
通
改
正
ス

　
　
　
昭
和
九
年
八
月
三
日
　
　
　
農
林

　
別
表
第
九
號
ノ
吹
二
左
ノ
唄
號
ヲ
加
フ

　
（
上
欄
）
「
。
、
關
東
州
、
満
洲
國
・
申
華
民
國

大
　
臣

（
申
欄
）
藁
其
，
他
藁
醐
植
物
及
山
旙
子
屡
植
物
ノ
藁
實

（
下
欄
）
満
洲
華
果
姫
心
喰
虫

　
　
　
　
附
　
　
　
則

本
令
ハ
昭
和
九
年
八
月
＋
六
碧
リ
之
ヲ
施
行
ス

　
　
備
考
（
上
欄
）
審
號
及
地
域
（
中
欄
）
ハ
植
物
名

h咲　　　｛

愚

G

｝一

く

」
貿
i
ー
靱

91

騨
7T－：一に

「　　　　　　　　　：v一　澱縮乙　　　　　　　　♪門福際　　　　　　　一鴨・一”；　　　　　　F、雰　　　　　ny　　　，　　　　　－ww　　　艀　　　　
”　　『T　■　噌　旧需囲脚「nym－一．語

参
　
照

（
下
欄
）
ハ
防
止
目
、
的
ノ
病
害
虫
名

　
　
　
　
　
輸
出
入
棺
物
取
締
法
施
行
規
則

箏
條
ノ
ニ
別
妻
掲
ク
ル
地
域
ヨ
養
逡
麦
2
産
揚
シ
タ
嘉
物
ニ

シ
一
ア
各
其
ノ
相
當
ノ
欄
二
掲
ク
ル
ラ
及
其
ノ
容
器
包
装
憂
用
シ
タ
ル
物
ハ

、
之
ヲ
輸
麦
ハ
移
入
ス
ル
コ
ト
葎
ス
但
シ
蔭
研
究
ノ
用
垂
ス
ル
建
林

　
大
臣
ノ
許
可
ヲ
受
ケ
タ
ル
場
合
ハ
此
ノ
限
二
在
ラ
ス

前
項
ノ
規
定
這
反
シ
姦
麦
ハ
移
入
シ
タ
ζ
ノ
ハ
之
ヲ
牧
受
ス
窪
ト

　
ヲ
得
ス

L＿＿＿鞘＿一＿＿

〆



二！

♪

　　　　、

．＿ノ

　　炉　　　 v－－v　　 十『 pT’　M

@n－－fr’T『“一．㎝岨『｝　｝一　

（
参
考
資
料
第
四
號
）

　
昭
和
九
年
八
月
四
日

拓
務
大
臣
宛
　
電
報

關

東

長

官

満
洲
藁
葵
禁
止
ノ
件
農
林
省
令
ヲ
以
テ
公
布
セ
ラ
レ
ダ
ル
警
肇
果
ハ
當

方
主
要
餐
物
ニ
シ
一
ア
其
ノ
譲
品
質
改
良
及
販
跨
開
拓
二
關
シ
デ
ハ
多
年
官
民

苦
心
セ
ル
虜
ニ
シ
一
ア
最
誓
至
り
其
ノ
器
漸
ク
内
地
：
認
メ
ラ
レ
年
角
地

葵
饗
増
加
シ
・
ツ
ア
ル
ノ
状
況
ナ
ル
ヲ
以
テ
之
力
葵
禁
止
ハ
當
方
産
業
開

嚢
上
支
障
不
砂
殊
昌
邦
人
髪
者
二
與
フ
ル
打
馨
大
す
而
シ
テ
葵
禁
止
ノ

器
ト
セ
一
フ
ル
ル
害
虫
二
付
テ
ハ
當
方
二
於
テ
ハ
農
林
省
ト
協
議
ノ
上
適
単
ル

駆
除
及
馨
ヲ
施
行
・
ル
ノ
用
意
ア
ル
蚤
テ
右
騙
除
及
墓
方
法
ノ
決
定
器

査
合
格
、
㎜
ノ
葵
許
可
方
二
關
シ
至
急
當
方
要
蓬
成
ス
ル
機
御
配
慮
相
煩
度

曳

（
参
考
資
料
第
四
號
ノ
ニ
）

　
昭
和
九
年
十
一
月
五
日

關
東
州
農
林
課
長
宛

’
曳
．

拓
　
　
務
　
　
省
　
　
農
　
　
林
　
　
課
　
　
長
、

「
至
急
親
展
」
電
報

「
殖
農
九
三
五
」
關
東
州
産
華
果
ノ
輸
入
解
禁
促
進
方
二
付
テ
ハ
農
林
省
恥
種
勲

交
渉
申
ノ
所
、
本
日
同
省
農
産
課
長
罵
婆
（
肉
眼
検
査
謹
明
付
ニ
テ
輪
入
セ
ル
モ

ノ
ニ
就
キ
門
司
税
關
凱
燃
蒸
設
備
ヲ
ナ
シ
テ
燥
蒸
ヲ
行
フ
コ
集
ト
シ
テ
解
禁
シ
ダ

キ
意
翻
ニ
シ
テ
之
力
爲
三
〇
坪
ノ
定
温
装
、
置
附
燃
蒸
室
ヲ
建
設
、
ス
ル
ノ
要
ア
リ

右
二
要
ス
ル
繧
費
ハ
約
四
三
、
○
○
○
圓
ノ
見
込
、
ア
ル
モ
豫
備
金
等
冒
り
支
出
セ

シ
ム
ル
ニ
ハ
大
藏
省
方
面
二
難
色
ア
リ
、
若
シ
適
當
ナ
ル
方
法
ヲ
以
テ
右
註
備
ヲ

貴
方
二
於
テ
員
．
旛
セ
ラ
ル
ル
コ
ト
ヲ
得
ハ
解
禁
促
進
二
關
シ
大
藏
省
方
面
ト
ノ
交
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一
‘

渉
モ
比
較
酌
容
易
二
進
行
ス
＾
覧
込
チ
蕎
差
當
リ
ノ
鷺
嚢
ト
シ
一
プ
右
設

備
ノ
完
成
覧
ル
＾
キ
歪
嚢
迄
商
ハ
門
司
二
馨
ス
ル
容
量
五
。
箱
程

度、

m
小
肇
室
ヲ
利
男
ニ
プ
舞
ヲ
雪
・
ζ
轟
チ
リ
ζ
ノ
’
内
交
渉
ヲ
受
ケ

タ
ル
カ
右
嚢
ヲ
婁
二
於
養
讐
得
一
フ
ル
ル
ヤ
若
シ
全
額
纂
不
可
能
ナ
リ

ト
セ
ハ
其
ノ
分
携
可
能
見
塾
額
至
急
丙
報
相
成
タ
シ

占　　　　r

■
噴

O

　
昭
和
九
年
十
一
月
七
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
農
　
林
　
、
課
　
長

拓
務
，
省
殖
鷺
農
林
嚢
宛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
親
展
電
報
）

う
論
戸
・
大
阪
・
名
古
屋
其
－
讐
港
向
ノ
モ
ノ
及
轟
向
驚
糞
モ
全

部
亘
門
司
二
陸
揚
ケ
ヲ
要
蓬
賃
、
馨
等
二
付
多
大
ノ
不
梨
便
ヲ
免
．
せ

ル
ノ
ニ
ラ
ス
馨
ノ
霧
品
ハ
妻
上
歪
二
等
シ
キ
結
果
｝
・
ナ
ル
ヲ
以
テ
速

畏
官
ノ
決
裁
ヲ
讐
ル
ニ
付
纂
高
時
萎
布
ス
＾
ク
条
年
度
所
要
馨
ハ
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1

、

◎

h

地
方
費
追
加
豫
算
ニ
テ
支
辮
ス
ル
コ
ト
ト
シ
万
端
ノ
準
備
ヲ
了
シ
タ
ル
ヲ
以
テ
至

急
解
禁
セ
ラ
ル
ル
様
此
ノ
上
斗
モ
御
折
衝
相
煩
度

喚

紬
・

k

，
≦

殖
農
第
九
三
五
號

　
　
昭
和
九
年
十
月
三
十
轍
日

拓
務
省
殖
産
局
長
北
島
謙
衣
郎

91

關
東
聴
内
務
局
長
日
下
辰
太
殿

　
　
　
　
満
洲
産
華
果
ノ
輸
入
解
禁
二
關
ス
ル
件

首
題
ノ
件
昌
關
シ
本
月
五
日
附
關
農
第
二
二
九
四
號
ノ
ニ
ヲ
以
テ
御
申
越
ノ
趣
了

承
直
チ
ニ
゜
農
林
省
二
交
渉
ノ
結
果
輸
入
解
禁
二
關
シ
テ
ハ
ニ
十
八
日
附
電
報
ヲ
以

テ
御
通
知
申
上
候
次
第
ザ
ル
カ
解
禁
ノ
方
法
及
之
力
脛
費
支
辮
二
付
キ
左
記
ノ
蓬

諸
案
ヲ
有
シ
未
タ
最
后
案
ノ
確
定
ヲ
見
ス
從
ツ
テ
解
禁
ノ
期
日
等
ハ
不
明
ナ
ル
モ

目
下
農
林
省
二
於
テ
可
及
的
速
二
實
施
方
鋭
意
考
究
中
チ
ル
趣
二
付
本
件
ノ
経
過

、
贈
慮
及
通
知
候

ノ



、
レ

｝
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1

）

　　　　　ww　　　　pt　　…噂　π驚7

　
　
　
　
　

恥
、
解
禁
ノ
方
法
　
　
　
　
　
　
；
奪
ワ
際
λ

0
現
地
二
蓼
ア
燃
蒸
ヲ
行
ヒ
内
地
昌
於
テ
輩
脚
『
菱
綴
査
渉
姦
爲
惹
鍍

⇔
現
聾
於
テ
娠
蒸
ヲ
行
ヒ
農
林
省
技
誓
ヲ
多
讐
立
－
曾
ハ
慧
苑
勧
驚
「
｝
餐

㈱
現
讐
於
テ
適
箪
姦
出
取
締
ヲ
行
ヒ
内
地
欝
築
サ
際
花
力
鱒
蓼
行
駄
羅

　
　
蟹
　
ト

一
、
経
　
費
　
　
　
　
　
　
　
一
欝
　
費
、
　
’

前
鴛
、
⇔
、
薗
案
ノ
何
レ
桑
ル
茜
地
側
影
灘
建
饗
》
．
堂
傷
必
∴

翠
シ
之
力
畜
ヲ
豫
備
金
二
求
ム
；
ヤ
追
加
豫
算
叢
臨
蒔
畿
會
綬
捷
出
∵
f

資
‡
或
ハ
通
常
議
曾
提
出
ス
ル
ノ
外
ナ
‡
等
財
獲
術
聾
箪
馨
？
藻
－

～
　
藤

　
ゆ

ゆ｛『聯　

く

（
参
考
資
料
第
五
號
）

　
昭
和
九
年
＋
万
二
＋
六
日

拓
務
吹
官
宛
覆

内
、
　
務

局
　
　
長

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ
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和
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年
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目
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長
官
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刈
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殿
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拓
務
次
官
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上
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關
東
州
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滞
洲
國
髪
果
輸
入
解
禁
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ル
件
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題
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件
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關
シ
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通
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右
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一
條
，
植
物
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輸
入
又
ハ
輪
出
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ム
ト
ス
ル
モ
ノ
ハ
本
令
二
依
り
關
東
植
物
検
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査
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ハ
検
査
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ハ
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．
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叉
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テ
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付
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物
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吏
第
三
條
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項
ノ
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定
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依
リ
検
査
ヲ
省
略
シ
タ
ル
》
キ
゜
ハ
第

　
七
號
様
式
ノ
謹
票
又
ハ
謹
印
ヲ
附
ス
（
．
シ

第
十
三
條
　
郵
．
便
局
又
ハ
鐵
道
船
車
其
ノ
他
運
輪
業
者
ハ
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令
ノ
規
定
二
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り
轍
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査
ヲ
受
ク
《
キ
物
ヲ
包
容
ス
ル
小
包
郵
便
物
又
ハ
荷
貨
物
ノ
遽
逡
ヲ

　
受
ケ
タ
ル
ト
キ
ハ
其
ノ
旨
ヲ
検
査
所
昌
通
知
ス
（
シ

　
前
項
ノ
郵
便
物
又
ハ
荷
貨
物
ノ
検
査
ハ
郵
便
局
員
又
ハ
之
ヲ
通
知
セ
ル
蓮
輸
業

　
者
立
會
ノ
上
之
ヲ
行
フ
（
シ

第
十
四
條
　
植
物
検
査
官
吏
第
九
條
第
二
項
ノ
規
定
二
依
ル
塵
置
ノ
爲
植
物
其
ノ

　
他
ノ
物
ヲ
著
シ
ク
段
損
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
第
三
條
第
圏
項
第
四
條
若
ハ
第
六
條
第

　
二
項
ノ
申
請
ヲ
爲
シ
タ
ル
者
又
ハ
前
條
第
一
項
ノ
通
知
ヲ
爲
シ
タ
ル
郵
便
局
若

　
ハ
蓮
輸
業
者
二
之
ヲ
通
知
ス
（
シ

第
十
五
條
　
第
九
條
第
二
項
ノ
塵
置
二
必
要
ナ
ル
費
用
ハ
當
事
者
ヲ
シ
テ
之
ヲ
員

　
蜘
旧
セ
シ
ム
ル
コ
ト
ヲ
僧
付

第
十
六
條
　
左
ノ
各
號
ノ
醐
二
該
當
ス
ル
者
ハ
ニ
゜
百
圓
以
下
ノ
罰
金
又
ハ
科
料
二

　
腱
ス

　
騨
　
詐
倫
ノ
行
爲
ヲ
以
テ
検
査
ヲ
死
レ
タ
ル
者

　
二
　
検
査
ヲ
受
ク
ル
ニ
當
り
詐
備
ノ
行
爲
ア
リ
タ
ル
者
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第
＋
七
條

　
ム
ル
罰
則
ハ
之
ヲ
法
定
代
理
人
二
適
用
ス
但
シ
其
ノ
螢
業
二
關
シ
成
年
者
ト
同

　
一
ノ
能
力
ヲ
有
ス
ル
未
成
年
者
二
付
テ
ハ
此
ノ
限
二
在
ラ
ス

筆
八
條
法
人
ノ
代
表
者
法
人
費
人
ノ
代
理
人
使
用
人
其
ノ
他
ノ
從
警
叉

　
ハ
人
ノ
戸
主
家
駿
若
ハ
同
居
者
箕
ノ
法
人
又
ハ
人
ノ
霧
二
關
シ
本
令
蓬

反
シ
タ
窒
キ
ハ
本
令
二
定
ム
ル
罰
則
箕
ノ
法
人
又
ハ
人
二
封
シ
テ
之
ヲ
適

　
用
ス

　
　
　
　
附
　
　
則
，

本
令
ハ
昭
和
年
　
月
　
日
ヨ
リ
之
ヲ
施
行
ス

大
正
＋
二
、
年
關
轟
令
第
三
號
果
樹
及
櫻
慕
焚
取
難
則
ハ
之
曇
止
ス

　
　
　
（
様
式
略
ス
・
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笙
條
笙
項
第
三
條
笙
項
第
五
條
笙
項
第
六
條
第
八
條
第
九
條
第

一
項
及
第
十
一
條
第
轍
項
ノ
規
定
二
蓮
反
シ
タ
ル
者

第
五
條
笙
斐
ハ
第
九
條
第
二
項
但
書
ノ
場
倉
於
テ
許
可
ノ
條
件
二

蓮
反
シ
タ
ル
者

　
　
未
成
年
者
又
ハ
禁
治
産
雲
本
令
蓮
反
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
本
令
二
定
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